旅 費 規 程
特定非営利活動法人　茨城県防災士会
（目的）
第1条 　この規程は、特定非営利活動法人茨城県防災士会（以下「当法人」という。）会員が定款第５条に定める各種事業（以下「事業」という。）を行う場合の旅費に関する事項を定める。
（意義）
第2条 　本規程でいう旅費とは、次の各号に定めるところとする。
（1） 基本旅費　最寄り駅又は最寄り高速バス停留所までのバス運賃、公共交通機関使用時の駐車場使用料、自家用自動車使用での経済的経路による往復５０キロメートルまで燃料費、その他移動に伴う雑費等の経費をいう。
（2） 交通費　経済的経路による鉄道又は高速バスの運賃、自家用自動車で移動時の高速自動車道利用料、目的地での駐車場使用料及び経済的経路による往復５０キロメートルを超える燃料費に要する経費をいう。
（3） 宿泊費　移動に際して宿泊した経費をいう。
（旅費支給の対象業務）
第3条 　本規程でいう旅費支給の対象事業は、次の各号に定めるところとする。
（1） 講演会等　事業として行う講演、講話、訓練指導、これら開催のための事前の打ち合せ等をいう。ただし、事前打合せの旅費支給は２名を限度とする。
（2） 会合・行事　事業として行う理事会、三役会議（理事長、副理事長及び専務理事が理事会の開催のために行う会議をいう。）、部局会、行政部局への訪問等をいう。
（3） [bookmark: _Hlk152154264]研修等　理事会で会員への旅費支給を議決した他機関主催の研修会、研究会等をいう。
（理事長の承認）
第4条 　会員（定款第１３条に定める役員、理事会又は理事長の求めにより事業に参加する顧問及び職員としての業務に従事する者を除く。）は、対象事業に旅費支給を受けて参加しようとするときは、所属するエリアの長（以下「エリア長」という。）を経て理事長（理事長に事故あるときなど当法人定款第１５条の定めにより理事長の職務代行をする副理事長又は専務理事。以下同じ。）の承認を受けなければならない。
２　やむを得ない理由があり、前項の承認を得ることができないときには、事後すみやかにエリア長を経て理事長の承認を得ること。
３　理事長は、事業の規模、収益等を考慮して、旅費支出人数を制限して承認することができる。
（移動の種類及び支給）
第５条　本規程でいう基本旅費の区分は次の各号に定めるところとし、日数に応じて次の第１号から第３号の定めにより支給する。
（1） エリア内（会員住居地が所属するエリア内の移動をいう。）日額１，０００円
（2） エリア外（所属するエリア外の茨城県内移動をいう。）日額２，０００円
（3） [bookmark: _Hlk152154350]茨城県外（東京都を含む関東地域内の移動をいう。）日額３，０００円
２　交通費は、次に各号の定めにより支給する。
（1） 燃料費は、経済的経路による往復５０キロメートルを超える移動について別表により支給する。
（2） 高速自動車道費は、前号の移動に際して高速道路通行料の実費を支給する。
（3） 駐車場使用費は、自家用自動車利用による目的地での駐車場使用料実費を支給する。
３　宿泊費は、実際の宿泊数に応じて実費（一つの宿泊ごとに１０，０００円を超える場合は１０，０００円）を支給する。
（申請手続）
第6条 　旅費は原則として清算払いとし、請求の手続きは次の各号の定めによることとする。
（1） [bookmark: _Hlk151564191]講演会等及び会合・行事の旅費交通費は、代表者が旅費等申請書（別に理事会の議決により定めたもの）により経理部を経て理事長に申請する。
（2） 交通費および宿泊費の請求は、利用者が経費申請書（別に理事会の議決により定めたもの）により経理部を経て理事長に申請する。この際には燃料費を除き、領収書、利用証明書等を添付すること。
（自家用車の使用）
第７条　移動手段として使用する自家用自動車は、自動車検査証を備え、自動車損害賠償責任保険に加入しているものに限る。
２　交通法規を遵守し、常に安全運転に細心の注意を払うこと。
（規程外事項）
第８条　レンタカー、航空機等の使用等この規程に定めのない事項は、理事会の議決による。
（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は、理事会の議決により行う。
　　２　この規程を改廃した場合、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
付則
　　１　この規程は、令和６年３月１７日に議決し、令和６年４月１日から運用する。
　　２　２０１９年６月１６日付で定めた旅費規程は廃止する。

別表
	往復距離
（10㎞未満切り捨て）
	燃料費支給額
	往復距離
（10㎞未満切り捨て）
	燃料費支給額

	50㎞
	  200円
	230㎞
	3,800円

	60㎞
	  400円
	240㎞
	4,000円

	70㎞
	  600円
	250㎞
	4,200円

	80㎞
	  800円
	260㎞
	4,400円

	90㎞
	1,000円
	270㎞
	4,600円

	100㎞
	1,200円
	280㎞
	4,800円

	110㎞
	1,400円
	290㎞
	5,000円

	120㎞
	1,600円
	300㎞
	5,200円

	130㎞
	1,800円
	310㎞
	5,400円

	140㎞
	2,000円
	320㎞
	5,600円

	150㎞
	2,200円
	330㎞
	5,800円

	160㎞
	2,400円
	340㎞
	6,000円

	170㎞
	2,600円
	350㎞
	6,200円

	180㎞
	2,800円
	360㎞
	6,400円

	190㎞
	3,000円
	370㎞
	6,600円

	200㎞
	3,200円
	380㎞
	6,800円

	210㎞
	3,400円
	390㎞
	7,000円

	220㎞
	3,600円
	400㎞
	7,200円



